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仕 様 書 

１ 業務名 

令和５年度 第 27 号  

はり・きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費支給申請書内容点検業務 

 

２ 目的 

療養費支給申請書の内容点検、被保険者に対する受診内容の照会及び療養費の正しい

知識の普及・啓発を通じ、療養費の適正化を図る。 

 

３ 業務概要 

(1) はり・きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費支給申請書とその添付書類（以下

「申請書等」という）の画像検索システム構築及び画像検索データ化 

(2) 申請書等の内容点検 

(3) 被保険者又は同意医師に対する文書照会及び啓発文書作成等 

(4) 申請書等の返戻に伴う問合せ対応 

 

４ 委託期間 

契約日から令和７年３月 31 日まで 

 

５ 業務量の目安（月間） 

(1) 申請書等の内容点検及び画像データ化 6,000 件程度 

(2) 被保険者宛て文書照会及び啓発文書の送付 200 件程度 

  (3) 申請書等の返戻に伴う問合せ件数 30 件程度 

 

６ 業務内容 

(１) 申請書等の画像検索システム構築及び画像検索データ化 

ア 受託者は、画像検索を行うためのシステムを構築し、静岡県後期高齢者医療広域

連合（以下「広域連合」という。）が指定する日に広域連合事務局内にて支給決定

済みの申請書等を受取り、受託者が準備した作業場所にて画像データ化とパンチデ

ータ入力により、以下のとおり画像検索データを作成する。ここで使用するスキャ

ナ等の事務機器は受託者負担で用意すること。 

① 画像化する対象は以下のとおり（画像の解像度 300dpi 程度）。 

・療養費支給申請書 

・同意書 
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・往療内訳表（往療表） 

※これらの画像データ一式は療養費支給申請書に付随すること。 

   ② 以下の画像検索キー項目により画像検索ができるようにすること。 

     ・施術年月 

     ・被保険者番号 

     ・被保険者氏名（カナ） 

     ・施術所名 

     ・施術者登録番号（広域連合で付番したもの） 

     ・施術者氏名 

     ・往療の有無 

     ・施術日数 

     ・傷病名又は症状 

     ・返戻対象者（返戻理由） 

     ・複数項目でのソート機能 

・入力補助機能（0埋め、部分一致検索機能等） 

     ※画像検索結果は任意の場所に CSV 形式データにより出力を可能とすること 

イ 受託者は上記アの方法により作成したデータを広域連合が閲覧用に使用する機

器をソフトウェアとともに納品すること。なお、ここでいう納品データおよび表示

用ソフトウェアは、将来受託者が替わっても引き続き使用可能な汎用性のあるもの

であること。また、広域連合が閲覧用に使用する機器は受託者が調達し、広域連合

事務局内の指定場所に設置すること。当該機器の故障その他の不具合により、広域

連合が閲覧する際に支障が生じた場合には、受託者の負担で速やかに対応すること。 

 

(２) 申請書等の内容点検業務 

受託者は、(１)で作成した画像データをもとに、受託者が準備した作業場所で、

以下の方法により申請書等の内容点検を実施し、広域連合が指定する日までに点検

結果を広域連合に報告する。 

ア はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給

について、厚生労働省通知及び留意事項等で示された支給基準に基づき内容点検

を行うとともに、点検を要する事項について抽出した一覧をそれぞれ作成する。 

 ① はり・きゅう施術とあん摩・マッサージ施術との重複の疑義がある申請 

② 往療距離や同一患家に対する往療等で往療料の算定に疑義がある申請 

③ 被保険者照会及び医師照会の結果、内容に疑義が生じた申請 

イ 内容点検は、はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る

療養費の点検業務に精通した担当者をあたらせる。 

ウ 支給基準の解釈等において疑義が生じた場合は広域連合へ相談すること。 
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エ 内容点検の結果、支給基準を満たさない申請内容や不適切な申請内容が判明し

た場合は、疑義申請として下記(３)により行う被保険者照会の対象者とする。 

   

(３) 被保険者照会及び啓発文書作成及び送付業務 

受託者は下記の方法により被保険者照会を行う。その際に被保険者向け啓発文書

を作成し、照会文書に同封する。 

ア 照会対象者の抽出について 

 上記(２)の内容点検業務により判明した疑義内容と、広域連合が別途定める照

会対象者抽出基準に基づき、次月に申請書等の提出があれば照会を行うこととす

る対象者を抽出する。照会対象として抽出した者については「照会対象者リスト」

を作成し、広域連合へ送付し、被保険者照会についての承認依頼を行い、広域連

合が承認する。 

   イ 照会文書及び啓発文書の内容 

     照会文書及び啓発文書の内容は、あらかじめ受託者が素案を作成し、広域連合

と受託者が協議の上で決定するが、内容点検業務で判明した疑義内容により、そ

の都度広域連合と受託者が相互に内容を見直し、変更することができる。 

   ウ 文書の発送・回収 

     受託者は照会文書及び啓発文書の封入、発送、照会文書の回収を行う。照会文

書の回収にあたっては、受託者あての返信用封筒を同封し、概ね２週間程度の返

信期限を設けて回収できるようにする。期限を過ぎても回答がない者については、

再照会について広域連合に承諾を得た上で再度照会を行う。照会文書等の送付先

は原則申請書の申請欄に記載された被保険者住所とするが、摘要欄等に往療先が

別途記載されている場合は当該往療先へ送付する。 

   エ 問合せ対応 

      受託者は文書照会等による被保険者からの問合せには、受託者の負担で以下の

とおり専用コールセンターを設け、丁寧に対応する。施術者やその施術者が所属

する団体等からの問い合わせについても同様に対応する。 

① 照会文書及び啓発文書には、当該問合せ対応のために設けた専用コールセン

ターの電話番号を記載すること。また当該業務の受託者が発送元である旨をあ

わせて明記する。 

② 専用コールセンターの開設時間は、祝日（広域連合の閉庁日を含む）を除く

月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時までとする。 

③ 回線はフリーダイヤルとする。 

④ 電話回線が不通とならないよう複数回線を確保し、常時複数人で対応する。 

⑤ 通話日時、対応者、問合せ内容及び回答内容などの詳細を記録しておき、軽

易なものを除き、広域連合へ月毎にまとめて報告すること。また、広域連合か



 － 4 － 

ら開示の求めがあれば、その都度提示できるようにする。 

⑥ 被保険者からの問合せ内容により、新たな疑義照会の必要が生じた場合は速

やかに広域連合へ報告し、指示を仰ぐこと。 

⑦ 被保険者から得られた回答結果より、請求誤り等の疑いがある場合は、施術

管理者へ電話し確認する。 

 

(４) 医師照会業務 

受託者は下記の方法により医師照会を行う。但し被保険者照会を実施した月は実

施しない。 

ア 照会対象者の抽出について 

 上記(２)の内容点検業務により判明した疑義内容と、広域連合が別途定める照

会対象者抽出基準に基づき、広域連合と協議し「照会対象医療機関リスト」を作

成し、医師照会についての承認依頼を行い、広域連合は承認する。 

   イ 照会文書の内容 

     照会文書の内容は、あらかじめ受託者が素案を作成し、広域連合と受託者が協

議の上で決定するが、内容点検業務で判明した疑義内容により、その都度広域連

合と受託者が相互に内容を見直し、変更することができる。 

   ウ 文書の発送・回収 

     受託者は照会文書及び啓発文書の封入、発送、照会文書の回収を行う。照会文

書の回収にあたっては、受託者あての返信用封筒を同封し、概ね２週間程度の返

信期限を設けて回収できるようにする。期限を過ぎても回答がない者については、

再照会について広域連合に承諾を得た上で再度照会を行う。 

   エ 問合せ対応 

      受託者は文書照会等による医療機関からの問合せには、受託者の負担で下記の

とおり専用コールセンターを設け、丁寧に対応する。 

① 照会文書には、当該問い合わせ対応のために設けた専用コールセンターの電

話番号を記載すること。また当該業務の受託者が発送元である旨をあわせて明

記する。 

② 専用コールセンターの開設時間は、祝日（広域連合の閉庁日を含む）を除く

月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時までとする。 

③ 回線はフリーダイヤルとする。 

④ 電話回線が不通とならないよう複数回線を確保し、常時複数人で対応する。 

⑤ 通話日時、対応者、問合せ内容及び回答内容などの詳細を記録しておき、軽

易なものを除き、広域連合へ月毎にまとめて報告すること。また、広域連合か

ら開示の求めがあれば、その都度提示できるようにする。 

⑥ 医療機関からの問合せ内容により、新たな疑義照会の必要が生じた場合は速
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やかに広域連合へ報告し、指示を仰ぐこと。 

 

(５) 申請書等の返戻に伴う問合せ対応 

ア  広域連合より返戻された申請書等について、施術者やその施術者が所属する団

体等からの問合せがあった場合には、受託者は上記(３)エで行う問合せ対応と同

様に適切に対応する。 

イ  返戻内容に関する施術者等からの問合せにあたっては、広域連合が作成する返

戻リストと返戻申請書写し（画像データ）を参照しつつ、広域連合が別途作成す

るＱ＆Ａ一覧により対応する。問合せ内容によって広域連合の判断が必要になっ

た場合には、広域連合に随時相談すること。 

ウ  問合せと回答内容については、軽易なものを除き、施術者ごとに記録し、広域

連合へ月毎にまとめて報告すること。また、広域連合から開示の求めがあれば、

その都度提示できるようにすること。 

 

７ 成果物の納品 

(１) 成果物として本業務において作成した画像検索データ一式を申請書等画像閲覧シ

ステムとともに納品すること。また、６（２）アで作成した点検業務による疑義

抽出結果、及び６（３）の被保険者照会結果、６（４）の医師照会結果をデータ

で納品する。 

(２) 納品したデータ等の成果物の著作権は広域連合に帰属するものとする。 

(３) 各月ごとに審査結果を集計し、「審査結果集計表」を提出すること。 

(４) 広域連合より受取り、点検を終えた申請書等は、返戻をした申請書等を除き、広域

連合が指定する日までに原状復帰し（保険者番号順、被保険者番号順に綴る。総

括票は別に綴る）、市町ごとにファイリングした状態で広域連合事務局へ返却する

こと。 

(５) 各業務のスケジュールについては別紙納品スケジュールを参照し、計画的に業務を

遂行すること。なお、各月の曜日の違いや祝日の有無により、納期限が多少前後

するため、別途広域連合より指定される納期限に従うこと。 

(６) 画像データと紐付けできたもの、できなかったものの内訳を記載した「処理件数報

告書」を提出すること。 

 

８ 業務体制 

  本業務を実施するにあたり、以下の者を配置し、従事させること。業務体制について

は事前に広域連合に承認を得ること。変更が生じた場合もその都度承認を得ること。 

(１) 業務責任者 

ア 業務全般を統括・調整を行うとともに、本業務に従事する者を指揮監督する。 
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イ 業務責任者は、療養費支給基準について熟知しており、点検業務の管理監督に

ついて２年以上の実績を有していること。 

(２) 電話オペレータ 

コールセンター業務の経験があり、誠実かつ丁寧に対応ができる者であること。 

(３) 点検員 

療養費支給基準について正しく理解している者であること。 

 

９ 作業場所 

(１) 受託者は、点検業務及び文書照会等業務を実施する作業場所を受託者の負担で用意

すること。 

(２) 上記作業場所においては、申請書及び電子媒体等の保管にあたって細心の注意を払

い、保管場所の施錠により業務担当者以外の者が入室できないよう施すこと。申請書

の搬出入にあたっては、必ず業務責任者の監督の下で行うこととし、誤送等による紛

失や毀損・汚損がないよう細心の注意を払うこと。 

(３) 本業務以外の目的で申請書及び電子データの複製をしてはならない。ファックスや

電子メールによる送受信は行わないこと。本業務終了後はすみやかに一切のデータ等

を削除し、受託者側に残存することがないようにすること。 

 

10 申請書等の搬送 

  (１) 申請書等の受取りと返却その他個人情報を含む物品の搬送にあたっては、受託者の

業務責任者が直接指揮監督し、機密保持が可能な方法で搬送すること。 

  (２) 搬送中に何らかの事故が発生した場合には、ただちに広域連合へ報告し、その指示

を仰ぐこと。 

   

11 広域連合からの提供可能データ 

  画像検索データ作成、内容点検等にあたり、広域連合から提供できるデータ（CSV フ

ァイル）は以下の通り。 

（１）国保連合会にて入力されたパンチデータ 

①保険者名 ②保険者番号 ③被保険者証番号 ④被保険者氏名（漢字、カナ） ⑤住所 

⑥負担割合 ⑦診療区分 ⑧診療年月 ⑨施術者コード ⑩施術団体コード     

⑪施術者氏名 ⑫施術所住所 ⑬費用額 ⑭一部負担額 ⑮保険者負担額 ⑯日数  

⑰同意書有無 ⑱同意医療機関所在地 ⑲施術所からの往療距離 ⑳初療年月日  

㉑傷病名 ㉒症状 ㉓同意年月日 ㉔同意箇所数 

※ただし、⑳から㉔については同意書の添付有無等により入力されていない場合がある。 

 （２）レセプト電算コード情報 

 （３）柔道整復支給データ 
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12 委託料の支払 

(１) 処理月毎の実際の処理件数による請求に基づき支払う（円未満切捨て）。 

(２) 請求時期は処理月の翌月末日までとし、支払時期は請求書を受理した日から、30

日以内とする。 

(３) プログラム作成費については、毎月の支払に含むこととする。 

(４) 上記６の業務内容(３)で行う被保険者照会に伴い発生した郵送料は、上記(１)の

処理月毎の実際の処理件数の中で計上する。 

(５) 以下の費用は受託者の負担とすること。 

ア 申請書等の保管場所、業務の作業場所の用意、点検場所までの申請書等の搬送

にかかる経費 

イ 申請書等を画像化するために使用するスキャナ他、事務機器にかかる経費 

ウ 照会・啓発文書等の作成にかかる郵送料及び印刷製本費（同封物、送付および

返信用封筒等） 

エ 問合せ対応にかかる電話代 

オ その他本業務遂行に係る経費 

 

13 個人情報の保護 

(１) 受託者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの

をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに

当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取扱わなけ

ればならない。  

(２) 受託者は、この契約に基づく業務に関して、知り得た個人情報の内容を他人に知

らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

(３) 受託者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、本契約に基づ

く業務を通して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に利用して

はならないことなど、個人情報保護の徹底について遵守しなければならない。  

(４) 受託者は、本契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は棄損

の防止を図るため、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

(５) 受託者は、本契約に基づく業務に係る個人情報を当該業務の目的以外で利用し、

又は提供してはならない。また、広域連合から提供された個人情報が記録された資

料等を複写し、又は複製してはならない。  

(６) 受託者は、この契約に基づく業務を実施するために広域連合から提供され、又は

受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約終了後

速やかに広域連合に返還し、又は引渡すものとする。ただし、広域連合が別に指示
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したときは、その指示に従うものとする。  

(７) 受託者は、この個人情報の保護に関する取扱仕様書に違反する事態が生じ、又は

生ずる恐れがあることを知った時は、直ちに広域連合に報告し、その指示に従うも

のとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

14 その他 

(１) 善良なる管理者の注意を以って良識ある判断に基づき、破損・紛失・盗難等の事

故のないように取扱うこと。 

(２) 個人情報を取扱うため、秘密の保持等には細心の注意を払うこと。また、成果物

は個人情報が記載された重要書類であることから、運搬時には、管理者が細心の注

意を払い、紛失・盗難・破損防止等の措置を講ずること。 

(３) 契約書の内容を遵守すること。特に、再委託は原則禁止であることに鑑み、やむ

を得ず業務の一部を第三者へ再委託することが必要となる場合は、必ず広域連合に

よる書面の承諾を得た上で行うこと。 

(４) 件数はあくまで予定件数であり、件数を超える又は件数を下回るかのいずれの場

合にあっても、単価を変更することなく契約単価にて支払う。 

(５) 契約が終了する場合（契約解除により契約を終了する場合を含む）、受託者は契約

期間内に引継ぎ期間を設け、広域連合の指示に基づき、円滑に業務を引継ぐこと。 

(６) 本仕様書に記載がない事項及び詳細については、広域連合と受託者が協議のうえ、

業務に対処すること。 


